
 
 

 

 

 

処方箋についてお知らせ（令和６年１０月１日～） 

 

●後発医薬品のある先発医薬品の処方について 

令和 6年 10月 1日から患者さんが後発医薬品（ジェネリック医薬

品）のある先発医薬品を選択した場合に、その差額の 4分の 1を患

者さんに自己負担していただくことになりました。 
 

 

①対象となる処方 

・外来での処方  

②対象から除外されるケース 

・医師が医療上の必要性があると判断し

た場合 

・在庫状況等により提供が困難な場合 

・バイオ医薬品 

ご不明な点がありましたら職員へお声がけください。  



 
詳しくはこちら（厚労省 HP： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html 


